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令 和 ６ 年 度 

 新たな地域クラブ活動「AGEO地域クラブ」実証事業 

実 施 要 項 概 要 
令和６年８月 上尾市教育委員会 

１ 趣   旨   

（１）スポーツ庁「地域スポーツクラブ活動体制整備事業（地域スポーツクラブ活動への移行に向

けた実証事業）」に参加し、休日の学校部活動の地域クラブ活動移行に向けた課題の抽出を

行うとともに、段階的な休日の学校部活動の地域クラブ活動への移行を推進する。 

（２）運営事業者【ＡＧＥＯ地域クラブ代表者会議】の管理の下、複数種目の地域クラブ活動を開

設し、原則同条件下で運営を行い、運営事業者としての管理・運営に係るノウハウを構築し、

次年度以降の拡大につなげる素地を培う。 
 

２ 主   催  上尾市教育委員会 
 

３ 主   管  ＡＧＥＯ地域クラブ代表者会議 
 

４ 実施期間及び日時  

（１）第１クール  令和６年９月２２日（日）から令和６年１２月２２日（日）までの期間中の

日曜日午後 

（２）第２クール  令和７年１月１２日（日）から令和７年 ３月 ２日（日）までの期間中の

日曜日午後 

★種目によって実施回数及び実施日が異なります。（各種目の実施回数及び実施日は調整中です） 

 ★冬季（１２月から２月まで）は、日没時間を考慮し、終了時間を早めるなどの対応をします。 
 

５ 開設する地域クラブ活動の種目・実施主体   

（１）ソフトテニス ・ 総合型地域スポーツクラブ サンワ×エナジークラブ  

（２）バレーボール ・ 埼玉上尾メディックスバレーボールチーム 

（３）陸 上 競 技 ・ 上尾市陸上競技協会  ※クロストレーニングも実施 

（４）軟 式 野 球 ・ 上尾市中学校体育連盟野球専門部 

（５）バスケットボール ・ ＴＲＵＳＴ（トラスト） 

（６）卓    球 ・ ＳＯＮＡ （ソ ナ ー） 

（７）剣    道 ・ 上尾市剣道連盟 
 

６ 参加対象者  市内中学校に在籍する生徒のうち、参加を希望する１・２年生の生徒 

         ★但し、会場規模の都合上、種目ごとに「参加上限人数※」を設定します。 

          （ 参加者の募集は、学校メール配信システム（さくら連絡網）を活用し、

以下の募集期間に実施する予定 ） ※３０～４０名を想定 

          【募集期間】 

令和６年９月２日（月）から令和６年９月１３日（金）まで 
 

７ 参 加 費  １回につき３００円 

        ★申込時に、各クール期間のうち、参加を希望する実施日を指定し、その日数 

に応じた参加費を徴収します。 

         ★参加費の徴収は、電子決済システム「スグラム（Sgrum）」を活用します。 

【 参 考 】  スグラム（Sgrum）  URL : https://sgrum.com/ 

★今年度の活動拠点は、 

全種目「１拠点」ずつとなります。 

※活動拠点は「学校施設」を使用予定 

 

★令和６年５月策定の「上尾市に

おける部活動の地域移行に向

けた基本方針 」に基づき 、

AGEO 地域クラブの体制づく

りを進めます！ 

令和６年上尾市教育委員会 

８月定例会 報告事項４ 別冊 
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８ 実 施 体 制 

 

上 尾 市 教 育 委 員 会 

★上尾市教育委員会の役割★ 

実施要項・参加者募集・各種広報活動 

教員の兼業許可願い（関係学校長➢学務課） 

中学校長研究協議会及び市中学校体育連盟との連携・各種調整  

統括コーディネーターとの連携（週２回程度のミーティング）・各地域クラブ活動の巡回視察 

各種効果検証の実施・運営ノウハウの蓄積 等 

 

 

ＡＧＥＯ地域クラブ代表者会議 

統括コーディネーター 

【２名…１名：事務所待機（緊急対応） １名：定期巡回（運営確認）】 

★統括コーディネーターの役割★ 

【実施前】指導者の登録・参加者の登録・スポーツ安全保険への加入 

電子決済システム（スグラム）の導入・運用 

事前研修の実施・指導者及び参加者への事前連絡 

緊急時対応体制の確認及び周知・欠席者対応 等 

【実施中】欠席者・保護者対応・緊急時対応・各地域クラブとの連携 等 

【実施後】活動実績の集約・次回活動計画の周知・効果検証への協力 

指導者謝金の支払い・参加費の徴収 等 

 

 

 

各種目の地域クラブ活動 

【７種目】 

ソフトテニス・バレーボール・陸上競技 

バスケットボール・軟式野球・卓球・剣道 

【原則、各２名の指導者】 

【上限３０～４０名の参加生徒】 

★指導者の役割★ 

地域クラブ活動の運営・参加者への指導 

緊急時の初期対応 等 

 

 

参加生徒（保護者） 

【市内中学校に在籍する生徒のうち、参加を希望する生徒】 

【各種目３０～４０名：計２１０～２８０名】 
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９ そ の 他 

（１）本事業は、生徒及び指導者に対する「スポーツ安全保険」への加入を行った上で実施する。

また、別途損害賠償保険にも加入する。保険加入手続き等は、ＡＧＥＯ地域クラブ代表者会

議統括コーディネーターが実施する。 

（２）各地域クラブ活動で使用する備品等は、原則として、会場校のものを使用する。但し、活動

に係る必要な消耗品等については、AGEO地域クラブ代表者会議が購入する。 

※AGEO地域クラブ代表者会議が購入した消耗品等については、会場校の当該部活動にお 

いて使用することを可とする。 

（３）各地域クラブ活動の指導者に対して、謝金の支払いを行う。 

※１回につき４，５００円の謝金と１，０００円の費用弁償【交通費】 

（４）複数の実施主体において、地域クラブでの指導に従事することを希望する教員が、上尾市教

育委員会より「兼業許可」を受けた上で指導を行う予定である。 

★地域クラブでの指導に従事することを希望する教員が、兼業許可を受ける場合の対応につ 

いては、文部科学省・スポーツ庁・文化庁「公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事す 

る場合の兼職兼業について（手引き）」に基づき実施します。 

【 参 考 】 公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について（手引き） 

https://www.mext.go.jp/content/20230130-mxt-syoto01-000025338_5.pdf 

（５）本事業は、以下の【実証事業の基本構想イメージ ※令和６年８月現在】のとおり、スポー

ツ庁「地域スポーツクラブ活動体制整備事業（地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実

証事業）」として、国費を活用した事業となる。 

【 実証事業の基本構想イメージ ※令和６年８月現在 】 

 

スポーツ庁「地域スポーツクラブ活動体制整備事業（地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業）」 

 

埼玉県教育委員会（県立学校部保健体育課） 

 

上尾市教育委員会 

部活動地域移行調整会議 

【事業主体】 

 
上尾市立中学校部活動地域移行推進協議会 

【諮問機関】 

 

AGEO地域クラブ代表者会議【運営事業者】 

統括コーディネーター業務委託先団体 ： ※未定 

 

 

ソフトテニス バレーボール 
陸上競技 

クロストレーニング 
バスケットボール 軟式野球 卓 球 剣 道 

【実施主体】 

サンワ×エナ

ジークラブ 

【実施主体】 

埼玉上尾 

メディックス 

【実施主体】 

上尾市 

陸上競技協会 

【実施主体】 

TRUST 

 

【実施主体】 

上尾市中体連 

野球専門部 

【実施主体】 

SONA 

【実施主体】 

上尾市 

剣道連盟 

（拠点） 

※調整中 

（拠点） 

※調整中 

（拠点） 

※調整中 

（拠点） 

※調整中 

（拠点） 

※調整中 

（拠点） 

※調整中 

（拠点） 

※調整中 

★実施主体から指導者を派遣  ★令和６年度は、各種目１拠点から整備 

 

連携 

再々委託 

管理 登録 

委託 

再委託 


